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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス繊維とガラス繊維含浸用合成樹脂と配合ゴムとを含有する平板リング状の乾式摩
擦材であって、
　前記乾式摩擦材の芯材との固定部の位置と前記固定部以外の位置のガラス繊維含有率と
配合ゴム含有率が、前記ガラス繊維含有率と前記配合ゴム含有率の何れか１つまたは２つ
を異にしたことを特徴とする乾式摩擦材。
【請求項２】
　前記ガラス繊維と前記配合ゴムは、前記乾式摩擦材の成形時に移動して偏在することで
、前記乾式摩擦材と前記芯材との固定部の位置と前記固定部以外の位置のガラス繊維含有
率、配合ゴム含有率を異にしたことを特徴とする請求項１に記載の乾式摩擦材。
【請求項３】
　前記固定部は、前記乾式摩擦材の一面に形成された凸部であり、かつ、前記固定部の配
合ゴム含有率が前記固定部以外の配合ゴム含有率より大きいことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載の乾式摩擦材。
【請求項４】
　前記固定部は、前記芯材との接触面の静摩擦係数が前記乾式摩擦材の摩擦面の静摩擦係
数よりも大きいことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１つに記載の乾式摩擦材
。
【請求項５】
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　前記固定部は、前記固定部間に溝が形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求
項４の何れか１つに記載の乾式摩擦材。
【請求項６】
　前記乾式摩擦材と前記芯材との固定部のガラス繊維含有率は、前記固定部以外のガラス
繊維含有率よりも大きいことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の乾式摩擦材。
【請求項７】
　前記乾式摩擦材と前記芯材との固定部のガラス繊維含有率が、前記固定部以外のガラス
繊維含有率より大きく、かつ、前記固定部に孔明け加工された穿設部分を有していること
を特徴とする請求項６に記載の乾式摩擦材。
【請求項８】
　前記固定部のガラス繊維含有率が、前記固定部以外のガラス繊維含有率の１．２倍～４
倍の範囲内であることを特徴とする請求項７に記載の乾式摩擦材。
【請求項９】
　前記固定部のガラス繊維含有率が、２２重量％～４０重量％の範囲内であることを特徴
とする請求項７または請求項８に記載の乾式摩擦材。
【請求項１０】
　熱硬化性樹脂を含む含浸液にガラス繊維を含浸させて樹脂含浸ガラス繊維を形成する樹
脂含浸工程と、
　前記樹脂含浸ガラス繊維に配合ゴムを付着させて配合材料とするゴム付着工程と、
　前記配合材料を円形の予備成形品に形成する予備成形工程と、
　前記予備成形品を成形する成形工程とを具備し、
　前記成形工程において、成形と同時に固定部または固定部以外の前記ガラス繊維を一方
向に移動させて前記固定部のガラス繊維含有率または前記配合ゴム含有率を上げることを
特徴とする乾式摩擦材の製造方法。
【請求項１１】
　前記成形工程は、前記予備成形品をプレス金型によって、前記固定部または固定部以外
を前記固定部以外または前記固定部よりも高圧力でプレス成形することで、前記固定部の
ガラス繊維含有率または前記配合ゴム含有率を大きくするプレス成形工程であることを特
徴とする請求項１０に記載の乾式摩擦材の製造方法。
【請求項１２】
　前記プレス成形工程において、前記固定部または固定部以外を前記固定部以外または固
定部よりも高圧力でプレスする手段として、前記プレス金型の成形体側に前記固定部また
は固定部以外に対応して突出する突出部を設けたことを特徴とする請求項１１に記載の乾
式摩擦材の製造方法。
【請求項１３】
　前記突出部の突出高さは、前記プレス工程においてプレス成形される成形体の厚さの１
５％～３５％の範囲内であることを特徴とする請求項１２に記載の乾式摩擦材の製造方法
。
【請求項１４】
　前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前記芯材に形成した係合凸部と前記乾式
摩擦材に形成した係合孔としたことを特徴とする請求項１乃至請求項９の何れか１つに記
載の乾式摩擦材。
【請求項１５】
　前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前記芯材に形成した係合凸部と前記乾式
摩擦材に形成した係合孔とし、前記固定部に代えたことを特徴とする請求項１乃至請求項
９の何れか１つに記載の乾式摩擦材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乾式の摩擦材、例えば、自動車等に用いられるトルクリミッタークラッチ、
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スリップクラッチ、スラストダンパー等を構成する乾式摩擦材及びその製造方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　クラッチフェーシング、ダンパー、トルクリミッター等を始めとする乾式摩擦材を含む
システムにおいて、乾式摩擦材の製造方法としては、特許文献１に示されるように、基材
となるガラス長繊維を束ねた繊維束（ガラスロービング）に熱硬化性樹脂を含む含浸液を
含浸させて樹脂含浸紐を形成する樹脂含浸工程と、樹脂含浸紐に配合ゴムを付着させるゴ
ム付着工程とを有する方法が知られている。ここで、前記含浸液の媒体は水であり、熱硬
化性樹脂はメラミン配合率が３０％以上、８０％以下の水性メラミン変性フェノール樹脂
であることが知られている。この特許文献１の技術によれば、樹脂含浸工程でもゴム付着
工程でも有機溶媒を使用することなしに、最終製品の乾式摩擦材（クラッチフェーシング
等）の性能が低下しない摩擦材用素材を製造することができる。
【０００３】
　しかし、上記特許文献１に記載の技術においては、乾式摩擦材を収容しているケースの
密閉が不充分であると、隙間から外部の泥水・雨水等が浸入して、表面研摩によって摩擦
面に露出したガラス繊維に吸収される。そして、この状態のまま長期間摩擦相手材との摺
動がなされないと吸収された水分が摩擦相手材としての鋼板に錆を生じさせて、摩擦相手
材との間に錆付きが生ずる場合がある。その場合、乾式摩擦材の製造時にガラス繊維の含
有率を低下させることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－０３７７９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の如くガラス繊維の含有率を低下させることによって、クラッチフェーシング等の
乾式摩擦材の強度及び剛性が低下するため、カシメ組付け用の孔明け時に割れ、欠けが生
じやすく、その対策、処理に新たな費用が発生し、製造コストが増大してしまうという問
題点があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、かかる課題を解決すべくなされたものであって、ガラス繊維の含有
率と配合ゴムの含有率を乾式摩擦材の所望の位置に任意の含有率に設定可能な乾式摩擦材
及びその製造方法の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明に係る乾式摩擦材は、ガラス繊維とガラス繊維含浸用合成樹脂と配合ゴ
ムとを含有する平板リング形状の乾式摩擦材において、前記乾式摩擦材の芯材との固定部
の位置と前記固定部以外の位置のガラス繊維含有率と配合ゴム含有率が、前記芯材との固
定部の位置と前記固定部以外の位置でガラス繊維含有率と配合ゴム含有率の何れか１つま
たは２つを異にしたものである。
　ここで、上記固定部の位置と前記固定部以外の位置のガラス繊維含有率、配合ゴム含有
率の何れか１つまたは２つとは、前記固定部の位置と前記固定部以外の位置のガラス繊維
含有率または配合ゴム含有率、ガラス繊維含有率及び配合ゴム含有率を変えたものである
。
　また、上記固定部とは、乾式摩擦材が芯材に固定される部位であり、鋲等のカシメで取
付けて固定する場合、凹凸等の嵌合によって取付けて固定する場合、摩擦抵抗によって取
付けて固定する場合、接着剤によって取付けて固定する場合等があり、実施例によって決
定される。そして、上記乾式摩擦材とは、芯材に取付ける摩擦材または取付けられた摩擦
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材である。
【０００８】
　ここで、ガラス繊維含浸用合成樹脂としては、フェノール樹脂、エポキシ樹脂を始めと
する熱硬化性樹脂等を用いることができ、特に、メラミン変性フェノール樹脂を始めとす
る変性フェノール樹脂を用いることができる。
　また、配合ゴムとは、乾式摩擦材を構成する材料であって、合成ゴム・天然ゴム等のゴ
ム、カーボンブラック等の顔料、硫黄、加硫促進剤、レジンダスト・炭酸カルシウム等の
充填材を含有する、ゴムを主体とする混合物である。
　更に、合成ゴムとしては、アクリロニトリル－ブタジエンゴム（ＮＢＲ，二トリルゴム
とも言う）、スチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）等を単独で、または混合して用いるこ
とができる。
【０００９】
　請求項２の発明に係る乾式摩擦材の前記ガラス繊維と前記配合ゴムは、前記乾式摩擦材
の成形時に移動させ、偏在させることで、前記乾式摩擦材の前記芯材との固定部の位置と
前記固定部以外の位置のガラス繊維含有率、配合ゴム含有率を異にしたものである。
　ここで、前記異にしたガラス繊維含有率、配合ゴム含有率は、前記ガラス繊維と前記配
合ゴムを前記乾式摩擦材の成形時に移動させて、成型金型に従って偏りを与えたものであ
る。
【００１０】
　請求項３の発明に係る乾式摩擦材の前記固定部は、前記乾式摩擦材の一面に形成され、
前記芯材と係合する凸部であり、かつ、前記固定部の配合ゴム含有率が前記固定部以外の
配合ゴム含有率より大きいものである。
　ここで、前記固定部が前記乾式摩擦材の一面に形成された凸部であることは、前記凸部
の接触によって、または接合によって芯材との一体化を行うものである。
【００１１】
　請求項４の発明に係る乾式摩擦材の前記固定部は、前記芯材との接触面の静摩擦係数が
前記乾式摩擦材の摩擦面の静摩擦係数よりも大きいものである。
　ここで、前記芯材との接触面の静摩擦係数が前記乾式摩擦材の摩擦面の静摩擦係数より
も大きいとは、乾式摩擦材としての摩擦面となる表面の静摩擦係数よりも前記芯材と接触
する裏面の静摩擦係数を大きくすることにより、前記芯材と乾式摩擦材との固定の安定化
を良くするものである。
【００１２】
　請求項５の発明に係る乾式摩擦材の前記固定部は、前記固定部間に溝が形成されている
ものである。
　ここで、前記固定部間の溝は、その形状としては乾式摩擦材の内周から外周に繋がって
おればよく、その形状としては放射状または弧状とすることができる。
【００１３】
　請求項６の発明に係る乾式摩擦材における前記芯材との固定部のガラス繊維含有率は、
前記固定部以外のガラス繊維含有率より大きく、かつ、前記固定部以外の配合ゴム含有率
が前記固定部の配合ゴム含有率よりも大きいものとすることができる。
　ここで、前記乾式摩擦材と前記芯材との固定部のガラス繊維含有率が、前記固定部以外
のガラス繊維含有率より大きくとは、前記固定部のガラス繊維含有率を大きくすることで
あり、また、前記固定部以外の配合ゴム含有率を前記固定部の配合ゴム含有率よりも大き
いものとすることは、前記固定部以外の配合ゴム含有率を大きくすることを意味する。
【００１４】
　請求項７の発明に係る乾式摩擦材の前記乾式摩擦材と芯材との前記固定部のガラス繊維
含有率が、前記固定部以外のガラス繊維含有率より大きく、かつ、このガラス繊維含有率
の大きい前記固定部に孔明け加工された穿設部を有している。
　ここで、前記乾式摩擦材と前記芯材との固定部のガラス繊維含有率が、前記固定部以外
のガラス繊維含有率より大きく、かつ、前記固定部に孔明け加工された穿設部分を有して
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いるとは、前記乾式摩擦材と前記芯材との固定部のガラス繊維含有率が大きく、かつ、穿
設部分のガラス繊維含有率が大きいことを意味し、また、前記乾式摩擦材と前記芯材との
固定部が穿設孔の穿設部分であり、その固定部のガラス繊維含有率が大きいことを意味す
る。
【００１５】
　請求項８の発明に係る乾式摩擦材のガラス繊維含有率の大きい固定部のガラス繊維含有
率は、前記固定部以外のガラス繊維含有率の１．２倍～４倍の範囲内である。
　ここで、前記固定部のガラス繊維含有率は、前記固定部以外のガラス繊維含有率の１．
２倍～４倍では、孔明け加工される固定部のガラス繊維含有率は、孔明け加工されない部
分のガラス繊維含有率の１．２倍～４倍の範囲内であれば、摩擦特性を損なわず、かつ、
カシメ組付け用の孔明け時に割れ、欠けが生じず、簡便なカシメ組付けを行うことができ
る条件である。
【００１６】
　請求項９の発明に係る乾式摩擦材は、前記孔明け加工される固定部のガラス繊維含有率
が、２２重量％～４０重量％の範囲内である。
　ここで、前記孔明け加工される部分のガラス繊維含有率は、２２重量％～４０重量％の
範囲内、より好ましくは２４重量％～３６重量％の範囲内であるものである。
【００１７】
　請求項１０の発明に係る乾式摩擦材の製造方法は、熱硬化性樹脂を含む含浸液にガラス
繊維を含浸させて樹脂含浸ガラス繊維を形成する樹脂含浸工程と、前記樹脂含浸ガラス繊
維に配合ゴムを付着させて配合材料とするゴム付着工程と、前記配合材料を円形の予備成
形品に形成する予備成形工程と、前記予備成形品を成形する成形工程とを具備し、前記成
形工程において、成形と同時に固定部または固定部以外の前記ガラス繊維を一方向に移動
させて前記固定部のガラス繊維含有率または前記配合ゴム含有率を上げるものである。
【００１８】
　請求項１１の発明に係る乾式摩擦材の製造方法の前記成形工程は、前記予備成形品をプ
レス金型によって、前記固定部または前記固定部以外を、前記固定部以外または前記固定
部よりも高圧力でプレス成形するプレス成形工程としたものである。
　ここで、前記プレス成形工程の前記固定部または前記固定部以外と、前記固定部以外ま
たは前記固定部との圧力の違いは、部分的にみると、論理的には圧縮変形する圧縮率の大
きいものを意味している。
【００１９】
　請求項１２の発明に係る乾式摩擦材の製造方法は、前記プレス成形工程において前記固
定部または前記固定部以外を、前記固定部以外または前記固定部よりも高圧力でプレスす
る手段として、前記プレス金型の成形体側に前記固定部または前記固定部以外に対応して
突出する突出部を設けたものである。
　ここで、前記プレス成形工程において前記固定部または前記固定部以外に対応する前記
プレス金型の部分に成形体側に突出する突出部を設けたものであるから、その突出部によ
って容易に前記乾式摩擦材の成形時にガラス繊維及び配合ゴムが移動し、偏在させること
ができる。
【００２０】
　請求項１３の発明に係る乾式摩擦材の製造方法の前記突出部の突出高さは、前記プレス
工程においてプレス成形される成形体の厚さの１５％～３５％の範囲内である。
　ここで、前記プレス工程においてプレス成形される成形体の厚さの１５％～３５％の範
囲内とは、発明者等の実験値であり、確実に、孔明け加工される固定部のガラス繊維含有
率に不良が発生しない値としたものである。
【００２１】
　請求項１４の発明に係る乾式摩擦材の前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前
記芯材に形成した係合凸部と前記乾式摩擦材に形成した係合孔としたものである。
　ここで、前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前記芯材と前記乾式摩擦材と凹
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凸によって係合するものであればよい。
【００２２】
　請求項１５の発明に係る乾式摩擦材の前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前
記芯材に形成した係合凸部と前記乾式摩擦材に形成した係合孔とし、前記固定部に代えた
ものである。
　ここで、前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前記芯材と前記乾式摩擦材と凹
凸によって係合するものであればよく、前記芯材と前記乾式摩擦材との一体感が得やすく
なるばかりか、前記乾式摩擦材と前記芯材との固定部の位置と前記固定部以外の位置の機
能によって前記固定部を廃止できるものである。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１の乾式摩擦材は、ガラス繊維とガラス繊維含浸用合成樹脂と配合ゴムとを含有
する平板リング状の乾式摩擦材において、前記乾式摩擦材の芯材との固定部の位置と前記
固定部以外の位置のガラス繊維含有率と配合ゴム含有率が、前記ガラス繊維含有率と配合
ゴム含有率の何れか１つまたは２つを異にしたものである。
　したがって、ガラス繊維含有率の大きい部分または配合ゴム含有率の大きい部分を芯材
との前記固定部とし、ガラス繊維含有率の大きい部分を前記固定部としたときには、強度
や剛性が前記固定部以外より高くなることから孔明け加工等の加工が容易になり、配合ゴ
ム含有率の大きい部分を前記固定部にしたときは、前記固定部の摩擦力が前記固定部以外
より大きくなることから、直接芯材に取付けて固定することが可能となる。
【００２４】
　請求項２の乾式摩擦材の前記ガラス繊維と前記配合ゴムは、前記乾式摩擦材の成形時に
移動させて偏在させることで、前記乾式摩擦材の前記芯材との固定部の位置と前記固定部
以外の位置のガラス繊維含有率、配合ゴム含有率を異にしたものであるから、請求項１に
記載の効果に加えて、成形加工を行うことによって前記芯材との前記固定部の位置と前記
固定部以外の位置のガラス繊維含有率、配合ゴム含有率を異にできるので、予め、乾式摩
擦材全体のガラス繊維含有率と配合ゴム含有率が特定されていても、芯材との固定方法に
よって芯材に固定する部位の機械的特性、特に、摩擦力を任意に設定でき、生産性のよい
加工処理が可能となる。
【００２５】
　請求項３の乾式摩擦材の前記固定部は、前記乾式摩擦材の一面に形成された凸部とした
ものであり、かつ、前記固定部の配合ゴム含有率が前記固定部以外の配合ゴム含有率より
大きくしたものであるから、請求項１または請求項２に記載の効果に加えて、前記固定部
の配合ゴム含有率が大きいことから静摩擦係数が大きくでき、安定した乾式摩擦材の取付
けが可能となる。
【００２６】
　請求項４の乾式摩擦材の前記固定部は、前記芯材との接触面の静摩擦係数が前記乾式摩
擦材の摩擦面の静摩擦係数よりも大きいものであるから、請求項１乃至請求項３の何れか
１つに記載の効果に加えて、前記芯材との接触面の静摩擦係数が前記乾式摩擦材の摩擦面
の静摩擦係数よりも大きいから、乾式摩擦材の摩擦面が相手材に対し摺動し、また摺動し
ている時にも芯材との固定が安定的に保たれる。
【００２７】
　請求項５の乾式摩擦材の前記固定部は、前記固定部間に溝が形成されていることから、
請求項１乃至請求項４の何れか１つに記載の効果に加えて、前記固定部間に形成された溝
に芯材が係合することで乾式摩擦材と芯材がより確実に固定される。
【００２８】
　請求項６の乾式摩擦材の前記芯材との前記固定部のガラス繊維含有率は、前記固定部以
外のガラス繊維含有率より大きいことから、請求項１または請求項２に記載の効果に加え
て、芯材に固定する際の加工が容易になり、製造コストを低減することができる。
【００２９】
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　請求項７の乾式摩擦材の前記芯材との前記固定部に孔明け加工された穿設部分を有して
いるため、請求項６に記載の効果に加えて、前記穿設部分によって芯材とカシメ組付けを
行うことができ、簡便で、かつ、より確実な芯材との固定ができる。
【００３０】
　請求項８の乾式摩擦材の前記孔明け加工される前記固定部のガラス繊維含有率が、前記
固定部以外のガラス繊維含有率の１．２倍～４倍の範囲内であることから、請求項７に記
載の効果に加えて、乾式摩擦材全体のガラス繊維含有率が低く設定された場合に、孔明け
加工される前記固定部の強度及び剛性を、より確実に大幅に向上させることができる。
【００３１】
　請求項９の乾式摩擦材の前記孔明け加工される前記固定部のガラス繊維含有率が、２２
重量％～４０重量％の範囲内であることから、請求項７または請求項８に記載の効果に加
えて、孔明け加工する穿設部分の割れ、欠け等の孔明け不良が生ずる事態をより確実に防
止することができる。特に、孔明け加工される穿設部分のガラス繊維含有率が２４重量％
～３６重量％の範囲内であれば、更に確実に割れ、欠け等の孔明け不良が生ずる事態を防
止できるため、より好ましい。
【００３２】
　請求項１０の乾式摩擦材の製造方法は、熱硬化性樹脂を含む含浸液にガラス繊維を含浸
させて樹脂含浸ガラス繊維を形成する樹脂含浸工程と、前記樹脂含浸ガラス繊維に配合ゴ
ムを付着させて配合材料とするゴム付着工程と、前記配合材料を円形の予備成形品に形成
する予備成形工程と、前記予備成形品を成形する成形工程とを具備し、前記成形工程にお
いて、成形と同時に固定部または固定部以外の前記ガラス繊維を一方向に移動させて前記
固定部のガラス繊維含有率または前記配合ゴム含有率を上げるものである。
　これによって、固定部のガラス繊維含有率を上げた場合は、孔明け加工される固定部（
穿設部分）のガラス繊維含有率が増大し、強度及び剛性が向上し、従来の乾式摩擦材のよ
うに孔明け加工によって割れ、欠け等の孔明け不良が生ずることなく、孔明けを行うこと
ができ、簡便なカシメ組付けを行うことができ、製造コストを低減することができる。
　したがって、乾式摩擦材の全体としてのガラス繊維の含有率を低く保持して、前記穿設
部分が高強度・高剛性で、カシメ組付け用の孔明け加工が可能となる。
　また、固定部の配合ゴム含有率を上げた場合は、固定部の静摩擦係数が摩擦面より増大
するため摩擦面が相手材に対し摺動し、摺動している時にも芯材との固定が安定的に保た
れる。したがって、簡便に芯材への固定ができる。
【００３３】
　請求項１１の乾式摩擦材の製造方法における前記成形工程は、前記予備成形品をプレス
金型によって、前記固定部または固定部以外を、前記固定部以外または固定部よりも高圧
力でプレス成形するプレス成形工程であるから、請求項１０に記載の効果に加えて、高圧
力でプレス成形されることによって固定部または固定部以外から、配合材料中の配合ゴム
が固定部以外または固定部に押し出されて、固定部のガラス繊維含有率または配合ゴム含
有率が増大したガラスリッチ部またはゴムリッチ部になる。したがって、ガラスリッチ部
では強度及び剛性が向上し、割れ、欠け等の孔明け不良が生ずるのが防止でき、ゴムリッ
チ部では静摩擦係数が大きくなり、摩擦力によって芯材との安定的な固定が可能となる。
【００３４】
　請求項１２の乾式摩擦材の製造方法における前記成形工程において、前記固定部または
固定部以外を前記固定部以外または固定部よりも高圧力でプレスする手段として、前記プ
レス金型の成形体側に固定部または固定部以外に対応して突出する突出部を設けたもので
あるから、請求項１１に記載の効果に加えて、前記固定部がより容易にガラス繊維含有率
または配合ゴム含有率を増大させることができる。
【００３５】
　請求項１３の乾式摩擦材の製造方法における前記突出部の突出高さは、前記プレス工程
においてプレス成形される成形体の厚さの１５％～３５％の範囲内であることから、請求
項１２に記載の効果に加えて、芯材との固定をカシメ組付け等によって行う場合には、よ
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り確実に、固定部である孔明け加工される穿設部分のガラス繊維含有率を、割れ、欠け等
の孔明け不良が発生しないガラス繊維含有率にまで増大させることができる。また、カシ
メ組付け等に因らない場合には、固定部の配合ゴム含有率を芯材に対し、より確実に固定
できる摩擦力を発現させる配合ゴム含有率まで増大させることができる。
【００３６】
　請求項１４の乾式摩擦材の前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前記芯材に形
成した係合凸部と前記乾式摩擦材に形成した係合孔としたものであるから、請求項１乃至
請求項９の何れか１つに記載の効果に加えて、位置合わせができることで前記芯材と前記
乾式摩擦材との一体感が得やすくなる。
【００３７】
　請求項１５の乾式摩擦材の前記芯材と前記乾式摩擦材との位置合わせは、前記芯材に形
成した係合凸部と前記乾式摩擦材に形成した係合孔とし、前記固定部に代えたものである
から、請求項１乃至請求項９の何れか１つに記載の効果に加えて、位置合わせができるこ
とで前記芯材と前記乾式摩擦材との一体感が得やすくなるばかりか、前記固定部を廃止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は本発明の実施の形態に係る乾式摩擦材の製造工程を示すフローチャートで
ある。
【図２】図２（ａ）は本発明の実施の形態１に係る乾式摩擦材の巻取り品の縦断面の一部
を示す部分縦断面図、図２（ｂ）はプレス成形品及びプレス金型の縦断面の一部を示す部
分縦断面図、図２（ｃ）は研摩品の縦断面の一部を示す部分縦断面図、図２（ｄ）は孔明
け加工品の縦断面の一部を示す部分縦断面図である。
【図３】図３は本発明の実施の形態１に係る乾式摩擦材のガラス繊維含有率と孔明け不良
率との関係を示すグラフである。
【図４】図４（ａ）は従来の成形法によるプレス成形品の縦断面の一部を示す部分縦断面
図、図４（ｂ）は本発明の実施の形態１に係るプレス成形品及びプレス金型の縦断面の一
部を示す部分縦断面図である。
【図５】図５（ａ）は本発明の実施の形態２に係る乾式摩擦材の巻取り品の縦断面の一部
を示す部分縦断面図、図５（ｂ）は本発明の実施の形態２に係るプレス成形品及びプレス
金型の縦断面の一部を示す部分縦断面図、図５（ｃ）は研摩品の縦断面の一部を示す部分
縦断面図、図５（ｄ）は孔明け加工品の縦断面の一部を示す部分縦断面図である。
【図６】図６（ａ）は本発明の実施の形態３に係る乾式摩擦材の巻取り品の縦断面の一部
を示す部分縦断面図、図６（ｂ）はプレス成形品及びプレス金型の縦断面の一部を示す部
分縦断面図、図６（ｃ）は研摩品の縦断面の一部を示す部分縦断面図である。
【図７】図７は本発明の実施の形態３に係る乾式摩擦材と芯材の構造を示す説明図で、図
７（ａ）は乾式摩擦材との接合状態を示す図７（ｂ）の切断線Ａ－Ａにおける位置の断面
図、図７（ｂ）は芯材の平面図、図７（ｃ）は芯材の他例の平面図である。
【図８】図８は本発明の実施の形態３に係る乾式摩擦材の静摩擦係数のグラフである。
【図９】図９（ａ）は本発明の実施の形態４に係る芯材の正面図、図９（ｂ）は本発明の
実施の形態４に係る乾式摩擦材の部分的な正面図、図９（ｃ）は切断線Ｂ－Ｂによる部分
要部断面図である。
【図１０】図１０（ａ）は本発明の実施の形態５に係る芯材の正面図、図１０（ｂ）は本
発明の実施の形態５に係る乾式摩擦材の部分的な正面図、図１０（ｃ）は切断線Ｃ－Ｃに
よる部分要部断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　乾式摩擦材
　２　穿設孔
　３　ガラス繊維
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　４　配合ゴム
　５　芯材
３０　ガラスリッチ部
３１　ゴムリッチ部
４０　ガラスリッチ部
４１　ゴムリッチ部
４５　係合孔
５５　係合凸部
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　次に、本発明の実施の形態に係る乾式摩擦材について、図１乃至図４を参照して説明す
る。まず、本実施の形態１及び２に係る乾式摩擦材の製造方法について、図１を参照して
説明する。図１は本発明の実施の形態に係る乾式摩擦材の製造工程を示すフローチャート
である。
【００４１】
　最初に、樹脂含浸工程において、ガラス繊維にガラス繊維含浸用合成樹脂としてのフェ
ノール樹脂（より詳しくはメラミン変性フェノール樹脂）を含む含浸液を含浸させて樹脂
含浸ガラス繊維が形成される（ステップＳ１０）。本発明の実施の形態では、ガラス繊維
にガラス繊維を束ねたガラスロービングを用いているため樹脂含浸紐となる。続いて、ゴ
ム付着工程において、この樹脂含浸ガラス繊維である樹脂含浸紐に配合ゴムを付着させ（
ステップＳ１１）、巻取り工程において、配合ゴムが付着した樹脂含浸紐が所定の大きさ
に巻取られる（ステップＳ１２）。この巻取りによって樹脂含浸ガラス繊維である樹脂含
浸紐が円形に形成される。したがって、この巻取り工程が予備成形工程であり、巻取り品
が予備成形品である。
　なお、本発明の実施の形態ではガラスロービングを用いているが、ガラスクロス、ガラ
ス長繊維等を用いることもできる。
【００４２】
　ここで、配合ゴムとしては、合成ゴム、カーボンブラック等の顔料、硫黄、加硫促進剤
、レジンダスト・炭酸カルシウム等の充填材を含有するゴムを主体とする混合物を用いて
おり、合成ゴムとしては、アクリロニトリル－ブタジエンゴム（ＮＢＲ）とスチレン－ブ
タジエンゴム（ＳＢＲ）を混合して用いている。
【００４３】
　そして、成形工程において、巻取り品が成形金型に押し込まれて加熱加圧成形されるが
（ステップＳ１３）、成形工程においては、面圧１５ＭＰａ、温度１６５℃で、数回のガ
ス抜きを行って、２分間加熱加圧成形して、固定部または固定部以外となる部分の摩擦面
側と反対側の面（裏面）に、図２で後述するように、凹部を同時に形成する。
【００４４】
　この成形体を成形金型から取り出して、２４０℃で１０時間熱処理を行い（ステップＳ
１４）、その後常温まで放冷してから、表裏両面を研摩して（ステップＳ１５）、所定の
厚さに加工した後に、必要に応じて孔明け加工を実施して（ステップＳ１６）、本実施の
形態に係る乾式摩擦材１が完成する。なお、必要に応じて孔明け加工を実施するステップ
Ｓ１６は、孔明け加工を必要としないものでは省略できる。この際、芯材と固定するため
に孔明け加工が必要とするものは凹部が固定部となり、孔明け加工を必要としないもので
は固定部以外の部分に凹部が形成されることになる。なお、位置決めのための孔加工は設
けなくても良く、設けるときは固定部、固定部以外のどちらに設けてもよい。
【００４５】
［実施の形態１］
　次に、本発明の実施の形態１に係る乾式摩擦材のより具体的な製造工程について、図２
を参照して説明する。
【００４６】
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　図２（ａ）に示されるように、本実施の形態１に係る乾式摩擦材１の製造工程のうち、
予備成形工程としての巻取り工程（図１のステップＳ１２）で製造される予備成形品とし
ての巻取り品１ａは、ｔ１の厚さを有している。一般に、ｔ１は５ｍｍ～１５ｍｍ程度の
範囲内である。この巻取り品１ａが、図２（ｂ）に示されるように、プレス成形工程（図
１のステップＳ１３）において、成形金型、更に言えば、プレス金型２０の下型２０Ａ、
上型２０Ｂ内に押し込まれてプレス成形されて、厚さｔ２（ｔ１＞ｔ２）の成形体１ｂと
なる。
【００４７】
　このとき、プレス金型２０の固定部となる孔明け加工される穿設部分の摩擦面側に対し
反対側の面（裏面）には、プレス金型の上型２０Ｂのリブ２１が成形体側（摩擦面側）へ
突出して設けられているから、リブ２１は乾式摩擦材１の径方向の中心（内外径の中央）
に位置する幅が幅Ｗとなるように径の中心に対し所定の角度をもち、高さがｈの形状に設
計されており、扇形の略直方体形状を成している。これによって、孔明け加工される穿設
部分がより高圧力でプレスされて、図２（ｂ）に白抜き矢印で示されるように、流動性を
有する配合ゴム４が孔明け加工されない部分へ押し出されて、ガラス繊維３は配合ゴム４
の抜け出た部分に入り込み、リブ２１の突き出し方向（摩擦面側）に移動し、密度を高く
して、裏面に凹部が形成される。この結果、成形体１ｂの孔明け加工される穿設部分のガ
ラス繊維３の含有率が増大する。このリブ２１が突出部である。
【００４８】
　ここで、プレス金型２０の上型２０Ｂのリブ２１が成形体側（摩擦面側）へ突出して設
けられているガラス繊維３の密度の高い部位をガラスリッチ部３０といい、この部分に穿
設孔２が明けられて芯材５と接合される。したがって、ガラスリッチ部３０が芯材５（図
７参照）との固定部である。また、ガラスリッチ部３０内の配合ゴム４が孔明け加工され
ない部分である固定部以外の部分へ押し出されてなる部位をゴムリッチ部３１という。
【００４９】
　プレス金型２０に突出部として設けたリブ２１の突出高さｈは、成形体１ｂの厚さｔ２
の１５％～３５％の範囲内であることが好ましい。１５％未満であると配合ゴム４の移動
が不充分となりガラス繊維含有率が不足し、一方、３５％を超えると成形に不具合が起き
やすくなる。また、その幅（周方向の内外径中心幅）Ｗは、カシメ組付け用に使用する穿
設孔２の直径の１．５～５倍の範囲内であることが好ましい。１．５倍未満であるとガラ
スリッチ部３０に位置する穿設孔２の孔明け加工時の位置ずれによって割れ、欠けが発生
する可能性が高くなり、一方、５倍を超えると使用時に乾式摩擦材１にかかる面圧の分布
状態に偏在が生じ不具合が起きやすくなる。なお、本実施の形態では裏面に凹部を形成し
ているが、摩擦特性に影響を与えない限り摩擦面側に凹部を形成しても、形成しなくても
よい。
【００５０】
　かかる成形体１ｂが、図２（ｃ）に示されるように、研磨工程（図１のステップＳ１５
）において表裏とも、表の研磨領域を決定する研磨加工線Ｘ－Ｘ及び裏のリブ２１の突出
高さｈより上に研磨領域を決定する研磨加工線Ｙ－Ｙまで研摩加工されて、全体が平板リ
ング形状の研摩加工体１ｃとなる。ここで、上述したように、孔明け加工される穿設部分
のガラス繊維３の含有率（含有密度）は高くなっており、強度及び剛性が増大している。
したがって、図２（ｄ）に示されるように、ガラスリッチ部３０に位置する穿設孔２の孔
明け加工工程（図１のステップＳ１６）において、割れ、欠け等を生ずることなく孔明け
加工されて、複数の穿設孔２を有する乾式摩擦材１が完成する。なお、本実施の形態では
両面とも研摩しているが、厚みまたはその乾式摩擦材の取付形態によっては、一面のみの
研摩も有り得る。
【００５１】
　ここで、発明者等はガラス繊維含有率とガラスリッチ部３０に位置する穿設孔２の孔明
け不良率との関係について実験を行った。
　具体的には、ガラス繊維含有率が１１重量％～２８重量％の範囲内で異なる複数の試験
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体を、図１のフローチャートに従って製造して、各試験体についてガラスリッチ部３０に
位置する複数の穿設孔２の孔明け加工を実施して、割れ、欠け等の孔明け不良の発生率を
確認した。その結果を、図３に示す。図３はガラス繊維含有率と孔明け不良率との関係を
示すグラフである。
　図３に示されるように、ガラス繊維含有率が１１重量％～２２重量％の範囲では、孔明
け不良が発生しているが、ガラス繊維含有率が２２重量％以上では孔明け不良の発生率が
０％となっている。
【００５２】
　一方、図４（ａ）は従来の成形法によるプレス成形品の縦断面の一部を示す部分縦断面
図、（ｂ）は本発明の実施の形態１に係るプレス成形品及びプレス金型の縦断面の一部を
示す部分縦断面図である。
　図１のフローチャートに示される製造方法に従って、図４（ａ）に示されるように従来
のプレス成形を行って製造した乾式摩擦材と、図４（ｂ）に示されるように、本実施の形
態に係るプレス成形、言い換えれば、ガラスリッチ成形というべくガラスリッチ部３０及
びその間のゴムリッチ部３１を全周に形成した乾式摩擦材１について、各部分のガラス繊
維含有率を測定した。その結果を、表１に示す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
　表１に示されるように、従来のプレス成形を行った場合には、ガラス繊維含有率は１５
重量％～２５重量％の範囲内であり、ガラスリッチ部３０としてガラスリッチ成形を行っ
た場合には、ガラスリッチ部３０以外の部分、即ち、ゴムリッチ部３１のガラス繊維含有
率が１１重量％～１９重量％の範囲内であるのに対し、ガラスリッチ部３０のガラス繊維
含有率は２４重量％～３６重量％の範囲内に増加している。このときの増加率を計算する
と、１．２倍～４倍の範囲であり、平均すると２倍以上となっている。
　この結果を図３のグラフに当てはめると、図３に示されるように、従来のプレス成形を
行った場合には孔明け不良が発生する可能性があるが、ガラスリッチ成形を行った場合に
は孔明け加工を行うガラスリッチ部３０には孔明け不良が発生しないことが分かる。
【００５５】
　このようにして、本実施の形態１に係る乾式摩擦材１及びその製造方法においては、乾
式摩擦材１全体としてのガラス繊維の含有率を高くできないとき、孔明け加工が行われる
ガラスリッチ部３０のガラス繊維含有率を高く成形することができ、ガラスリッチ部３０
が高強度・高剛性で、カシメ組付け用の孔明け加工が可能な乾式摩擦材及びその製造方法
となる。
【００５６】
［実施の形態２］
　図５（ａ）に示されるように、本実施の形態２に係る乾式摩擦材１の製造工程のうち、
図１のステップＳ１２に相当する巻取り工程で製造される巻取り品１ａは、実施の形態１
と同様に、ｔ１の厚さを有している。この巻取り品１ａが、図５（ｂ）に示されるように
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、図１のステップＳ１３に相当するプレス成形工程において、プレス金型２０の下型２０
Ａ内に、上型２０Ｂが押し込まれてプレス成形されて、厚さｔ２（ｔ１＞ｔ２）の成形体
１ｂとなる。
【００５７】
　このとき、プレス金型２０の孔明け加工される穿設部分であるガラスリッチ部３０の摩
擦面側に対する反対側の面（裏面）には、プレス金型２０の上型２０Ｂのリブ２１が成形
体側（摩擦面側）へ突出して設けられている。リブ２１は乾式摩擦材１の径方向の中心（
内外径の中心）に位置する幅がＷとなるように径の中心に対し所定の角度で、高さがｈの
形状とした扇形の略直方体形状を成している。これによって、孔明け加工されるガラスリ
ッチ部３０の穿設孔２がより高圧力でプレスされて、図５（ｂ）に白抜き矢印で示される
ように、流動性を有する配合ゴム４が孔明け加工されないゴムリッチ部３１へ押し出され
て、ガラス繊維３は配合ゴム４の抜け出た部分に入り込み、リブ２１の突き出し方向（摩
擦面側）に移動し、密度を高くして、裏面に凹部が形成される。この結果、成形体１ｂの
孔明け加工が実施されるガラスリッチ部３０のガラス繊維３の含有率が増大する。
【００５８】
　ここで、プレス金型２０の上型２０Ｂに突出部として設けたリブ２１の突出高さｈは、
成形体１ｂの厚さｔ２の１５％～３５％の範囲内であることが好ましい。１５％未満であ
ると配合ゴム４の移動が不充分となりガラス繊維含有率が不足し、一方、３５％を超える
と成形に不具合が起きやすくなる。また、その幅（周方向の中心幅）Ｗは、カシメ組付け
用の穿設孔２の直径の１．５～５倍の範囲内であることが好ましい。１．５倍未満である
とガラスリッチ部３０の孔明け加工時の位置ずれによって割れ、欠けが発生する可能性が
高くなり、一方、５倍を超えると使用時に乾式摩擦材１にかかる面圧の分布状態に偏在が
生じ不具合が起きやすくなる。例えば、リブ２１の突出高さｈが３～５ｍｍのとき、Ｗが
１.５～３．０ｍｍである。
【００５９】
　本実施の形態の成形体１ｂが、図５（ｂ）に示されるように、図１のステップＳ１５に
相当する研磨工程において表裏とも、表の研磨領域を決定する研磨加工線Ｎ－Ｎ及び裏の
プレス金型２０のリブ２１の突出高さｈによって決定される領域内の研磨加工線Ｍ－Ｍま
で研摩加工されて、平板リング形状の研摩加工体１ｃとなる。ここで、上述したように、
孔明け加工されるガラスリッチ部３０のガラス繊維３の含有率（含有密度）は高くなって
おり、強度及び剛性が増大している。また、ガラスリッチ部３０相互間にあるゴムリッチ
部３１の乾式摩擦材１には、ガラスリッチ部３０を形成する際に配合ゴム４がガラスリッ
チ部３０側からゴムリッチ部３１側に移動し、そのまま偏在するので、孔明け加工される
穿設部分間のゴムリッチ部３１側は配合ゴム４の含有率（含有密度）が高くなっている。
　したがって、図５（ｄ）に示されるように、図１のステップＳ１６に相当するガラスリ
ッチ部３０の孔明け加工工程において、割れ、欠け等を生ずることなく孔明け加工され、
周囲に複数の穿設孔２を有する乾式摩擦材１が完成する。なお、本実施の形態では両面と
も研摩しているが、一面のみの研摩も有り得る。
【００６０】
　ここで、ガラス繊維含有率と穿設部３０の孔明け不良率との関係については、図３に示
すガラス繊維含有率と孔明け不良率との関係を示すグラフと同一である。
　また、従来のプレス成形を行って製造した乾式摩擦材と、本実施の形態の場合、図４に
示すように、ガラスリッチ部３０の穿設孔２のガラス繊維含有率は２４重量％～３６重量
％の範囲内となっているが、ガラスリッチ部３０以外の部分、即ち、ゴムリッチ部３１の
ガラス繊維含有率が１１重量％～１９重量％の範囲内であるのに対し、このときの増加率
を計算すると、１．２倍～４倍の範囲であり、平均すると２倍となっている。従来のプレ
ス成形を行った場合には、ガラス繊維含有率は１５重量％～２５重量％の範囲内であった
。即ち、図３に示されるように、従来のプレス成形を行った場合には孔明け不良が発生す
る可能性があるが、ガラスリッチ成形を行った場合には孔明け加工を行うガラスリッチ部
３０の穿設孔２には孔明け不良が発生しないことが分かる。
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【００６１】
　このようにして、本実施の形態２に係る乾式摩擦材１及びその製造方法においては、乾
式摩擦材全体としてのガラス繊維の含有率を高くできないとき、孔明け加工が行われるガ
ラスリッチ部３０のガラス繊維含有率を高く成形することができ、ガラスリッチ部３０、
特に、穿設孔２が高強度、高剛性で、カシメ組付け用の孔明け加工が可能な乾式摩擦材及
びその製造方法となる。また、ゴムリッチ部３１は静摩擦抵抗が大きく、乾式摩擦材１の
摩擦面がクラッチディスク等に全面が均等に接触した場合、乾式摩擦材１にクラッチディ
スク等の回転力が加わるが、ゴムリッチ部３１は芯材５（図７参照）との摩擦抵抗が大き
いので、ゴムリッチ部３１がガラスリッチ部３０にストレスを与え難くするから、使用中
に孔明け加工が行われる穿設部分にストレスが集中するのを防止し、乾式摩擦材１の全面
に均一な接触が得られる。
【００６２】
［実施の形態３］
　上記実施の形態１及び実施の形態２では、ガラスリッチ部３０に穿設孔２を設ける前提
で説明した。しかし、本発明を実施する場合には、実施の形態２で説明したように、ゴム
リッチ部３１は芯材５との摩擦抵抗が大きく、ゴムリッチ部３１がガラスリッチ部３０に
ストレスを与え難くすることから、ガラスリッチ部３０に穿設孔２を設けて芯材５に固着
するのを省略することもできる。
　図６がその実施の形態３で、基本的構成は、実施の形態２と同一である。特に、本実施
の形態の図６（ａ）及び図６（ｂ）は、実施の形態２の図５（ａ）及び図５（ｂ）と基本
的に相違するものではない。
【００６３】
　本実施の形態の成形体１ｃは、図６（ｃ）に示されるように、図１のステップＳ１５に
相当する研磨工程において表裏とも、表の研磨領域を決定する研磨加工線Ｒ－Ｒ及び裏の
プレス金型２０のリブ２１の突出高さｈによって決定される領域内の研磨加工線Ｓ－Ｓま
で研摩加工されて、平板リング形状の研摩加工体１ｃつまり乾式摩擦材１となる。
　ここで、上述したように、ガラスリッチ部３０のガラス繊維３の含有率（含有密度）は
高くなっており、強度及び剛性が増大している。また、ゴムリッチ部３１がガラスリッチ
部３０相互間にある乾式摩擦材１には、ガラスリッチ部３０を形成する際に配合ゴム４が
ガラスリッチ部３０側からゴムリッチ部３１側に移動し、そのまま偏在するので、ゴムリ
ッチ部３１側は配合ゴム４の含有率（含有密度）が高くなっている。
【００６４】
　ここで、リブ２１の突出高さｈ以下の深さの凹部５２を有する芯材５に本実施の形態３
の成形体１ｃの凸部となるゴムリッチ部３１が嵌め込まれることにより、固着手段を使用
しなくとも、凹凸嵌合によって乾式摩擦材１と芯材５が固定される。したがって、ゴムリ
ッチ部３１が乾式摩擦材１の固定部である。また本実施の形態３は別の見方をすると、固
定部であるゴムリッチ部３１の間にガラスリッチ部３０となる凹部つまり溝が形成され、
この凹部の溝と芯材５の設けられた凸部５１の凹凸嵌合によって乾式摩擦材１と芯材５が
固定されると見ることもできる。この際、乾式摩擦材の凹部つまり溝と芯材５の凸部５１
は図７（ｂ）に示すような芯材５および乾式摩擦材１の中心からの放射状や、図７（ｃ）
に示すような弧状形状に芯材５および乾式摩擦材１に配置することができる。このように
配置することで回転に対して安定した固定が可能となる。
【００６５】
　ここでゴムリッチ部３１は摩擦抵抗が大きく、乾式摩擦材１の摩擦面がクラッチディス
ク等に全面が均等に接触した場合、乾式摩擦材１にクラッチディスク等の回転力が加わる
が、ゴムリッチ部３１は図７（ａ）に示す芯材５の凹部５２との摩擦抵抗が大きいので、
乾式摩擦材１と芯材５が相対的に移動することなく安定した接合が得られる。加えて、図
６（ｃ）で示されているように、ガラスリッチ部３０とゴムリッチ部３１との境界は、ガ
ラス繊維含有率が高くなっているから、芯材５の凸部５１とガラスリッチ部３０とを嵌合
するだけで、十分な機械的強度を持たせることができる。このように、ゴムリッチ部３１
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が固定部であるとき、この固定部となるゴムリッチ部３１は、固定部以外のガラスリッチ
部３０に位置する部分をプレス成形時に加圧することで容易に形成できる。
【００６６】
　本実施の形態３の乾式摩擦材１の摩擦係数を測定したところ、図８に示すように、乾式
摩擦材１のクラッチディスク等側の摩擦面の静摩擦係数μｓが０．３～４．５の範囲であ
り、ゴムリッチ部３１と芯材５との接触面側、即ち、裏面側の静摩擦係数μｓは０．５５
～０．７の範囲であった。
　本実施の形態３の乾式摩擦材１は、クラッチディスク等側の摩擦面の静摩擦係数μｓが
０．３～４．５で裏面側の静摩擦係数μｓが０．５５～０．７よりも小さいから、乾式摩
擦材１がトルクリミッタークラッチ、スリップクラッチ、スラストダンパー等として機能
する場合でも、接触圧が変化し、目的を達することができる。
【００６７】
　したがって、乾式摩擦材１のガラスリッチ部３０に穿設孔２を穿設する必要がなくなり
、作業性が向上する。また、芯材５にプレス金型２０の上型２０Ｂに突出部として設けた
リブ２１の突出高さｈ以下の高さの突起が形成されているので、クラッチディスク等の相
対移動がｈ未満の距離の移動であればクラッチ動作が可能であり、芯材５と乾式摩擦材１
とが分離されることがない。
　なお、ガラスリッチ部３０とゴムリッチ部３１の幅は、リブ２１の突出高さｈが３～５
ｍｍのとき、１.５～３．０ｍｍと２．０～５．５ｍｍの範囲が好適である。また、ガラ
スリッチ部３０とゴムリッチ部３１の幅は、２.０～２．５ｍｍと３．０～４．５ｍｍの
範囲が摩擦係数の関係から、より望ましい。
【００６８】
［実施の形態４］
　上記実施の形態１及び実施の形態２では、ガラスリッチ部３０に穿設孔２を設ける前提
で説明した。しかし、本発明を実施する場合には、実施の形態２でも説明したように、ゴ
ムリッチ部３１は芯材５との摩擦抵抗が大きく、かつ、ゴムリッチ部３１がガラスリッチ
部３０にストレスを与え難くすることから、図９に示すようにゴムリッチ部４１の一部に
穿設孔を設けて、これを位置決めの係合孔４５とし、芯材５の固着手段を省略することが
できる。それが実施の形態４である。本実施の形態では、ゴムリッチ部４１の係合孔４５
に芯材５の係合凸部５５を弾性結合すればよいから、組み付けが容易である。
【００６９】
　本実施の形態の乾式摩擦材１は、図６（ｃ）に示されるように、図１のステップＳ１５
に相当する研磨工程において表裏とも、表の研磨領域を決定する研磨加工線Ｒ－Ｒ及び裏
のプレス金型２０のリブ２１の突出高さｈによって決定される領域内の研磨加工線Ｓ－Ｓ
まで研摩加工されて、平板リング形状の研摩加工体１ｃつまり乾式摩擦材１としている。
上述したように、ガラスリッチ部４０のガラス繊維３の含有率（含有密度）は高くなって
おり（図３参照）、強度及び剛性が増大している。また、ゴムリッチ部４１がガラスリッ
チ部４０相互間にある乾式摩擦材１には、ガラスリッチ部４０を形成する際に配合ゴム４
がガラスリッチ部４０側からゴムリッチ部４１側に移動し、そのまま偏在するので、ゴム
リッチ部４１側は配合ゴム４の含有率（含有密度）が高くなっている。このように固定部
となるゴムリッチ部４１の配合ゴム含有率は、固定部以外のガラスリッチ部４０となる部
分を、プレス成形時にプレス金型に設けたリブ２１がガラス繊維を摩擦面側に押し付けて
移動させることによって高く設定することが可能となる。
【００７０】
　この実施の形態４においては、環状の芯材５には係合凸部５５が等間隔に６個形成され
ている。本発明を実施する場合には、６個に限定されるものではないが、摩擦抵抗の均等
分担からして等間隔に係合凸部５５を３個以上設けるのが望ましい。
　本実施の形態４の環状の芯材５には、係合凸部５５がゴムリッチ部４１の位置決め手段
である係合孔４５に嵌め込まれる。この際、係合孔４５は配合ゴムの含有率が高く摩擦係
数が高くなっている部位に設けられている。これにより、堅固な固着手段を使用しなくと
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も、係合凸部５５と係合孔４５との位置決め係合によって乾式摩擦材１と芯材５の位置が
固定され、また、乾式摩擦材１の芯材５と係合する裏面が配合ゴムの含有率が高くなるこ
とで静摩擦係数が高くなっており、環状の芯材５は係合凸部５５以外の部分で所定の押圧
力で乾式摩擦材１を押圧するため、環状の芯材５と乾式摩擦材１との摩擦抵抗が大きくな
り、乾式摩擦材１と環状の芯材５との係合が完全となる。
【００７１】
　したがって、ガラスリッチ部４０で固着しなくとも、ゴムリッチ部４１が乾式摩擦材１
の弾性位置決めとなり、ここでゴムリッチ部４１は摩擦抵抗が大きく、乾式摩擦材１の摩
擦面がクラッチディスク等に全面が均等に接触し、乾式摩擦材１にクラッチディスク等の
回転力が加わる。ゴムリッチ部４１は芯材５との摩擦抵抗が大きいので、乾式摩擦材１と
芯材５が相対的に移動することなく安定した接合が得られる。加えて、ガラスリッチ部４
０とゴムリッチ部４１との境界は、ガラス繊維含有率が高くなっているから、芯材５の係
合凸部５５とゴムリッチ部４１とを嵌合するだけで、十分な機械的強度を持たせることが
できる。なお、ガラスリッチ部４０と芯材５との空間は、放熱の空気流路となり、冷却機
能を持たせることができる。
【００７２】
［実施の形態５］
　上記実施の形態４のゴムリッチ部４１は芯材５との摩擦抵抗が大きく、ゴムリッチ部４
１がガラスリッチ部４０にストレスを与え難くなることから、ゴムリッチ部４１の一部を
係合孔４５として用いている。しかし、芯材５と乾式摩擦材１との位置決めを堅固にする
ために、ゴムリッチ部４１の係合孔４５を図１０に示したようにガラスリッチ部４０に設
けてもよい。
【００７３】
　本実施の形態５の乾式摩擦材１は、図６（ｃ）に示されるように、図１のステップＳ１
５に相当する研磨工程において表裏とも、表の研磨領域を決定する研磨加工線Ｒ－Ｒ及び
裏のプレス金型２０のリブ２１の突出高さｈによって決定される領域内の研磨加工線Ｓ－
Ｓまで研摩加工されて、平板リング形状の研摩加工体１ｃつまり乾式摩擦材１としている
。上述したように、ガラスリッチ部４０のガラス繊維３（図３参照）の含有率（含有密度
）は高くなっており、強度及び剛性が増大している。また、ゴムリッチ部４１がガラスリ
ッチ部４０相互間にある乾式摩擦材１には、ガラスリッチ部４０を形成する際に配合ゴム
４がガラスリッチ部４０側からゴムリッチ部４１側に移動し、そのまま偏在するので、ゴ
ムリッチ部４１側は配合ゴム４の含有率（含有密度）が高くなっている。
【００７４】
　この実施の形態において、環状の芯材５には係合凸部５５が等間隔に６個形成されてい
る。本発明を実施する場合には、６個に限定されるものではないが、等間隔に係合凸部５
５を３個以上設けるのが望ましい。
　本実施の形態５の環状の芯材５には、図１０に示すように、係合凸部５５がガラスリッ
チ部４０の一部に設けた位置決め手段である係合孔４５に嵌め込まれる。これにより、堅
固な固着手段を使用しなくとも、接合が強靭となり、恰も固着手段の如く作用し、係合凸
部５５と係合孔４５との係合によって乾式摩擦材１と芯材５の位置が固定され、また、環
状の芯材５は所定の押圧力で乾式摩擦材１を押圧するから離れ難くなり、乾式摩擦材１の
ゴムリッチ部４１と環状の芯材５との摩擦抵抗が大きくなる。
【００７５】
　ここでゴムリッチ部４１は摩擦抵抗が大きいため、乾式摩擦材１の摩擦面がクラッチデ
ィスク等に全面が均等に接触し、乾式摩擦材１にクラッチディスク等の回転力が加わった
ときゴムリッチ部４１は芯材５との摩擦抵抗が摩擦面より大きいので、乾式摩擦材１と芯
材５が相対的に移動することなく安定した接合が得られる。加えて、ガラスリッチ部４０
とゴムリッチ部４１との境界は、ガラス繊維含有率が高くなっているから、芯材５の係合
凸部５５とゴムリッチ部４１とを嵌合するだけで、十分な機械的強度を持たせることがで
きる。
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【００７６】
　即ち、芯材５と乾式摩擦材１との位置合わせは、芯材５に形成した係合凸部５５と乾式
摩擦材１に形成した係合孔４５としたことによって、実施の形態１乃至実施の形態４の固
定部の機能とすることができる。なお、ガラスリッチ部４０と芯材５との空間は、放熱の
空気流路となり、冷却機能を持たせることができる。
【００７７】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材は、円周方向に沿ったガラス繊維３（更にいえば、ガラ
ス繊維３を束ねたガラスロービング）とガラス繊維含浸用合成樹脂と配合ゴム４とを含有
する平板リング状の乾式摩擦材１において、乾式摩擦材１の芯材５との固定部、即ち、芯
材５とカシメ組付け等によって固着するために穿設孔が設けられる穿設部分となるガラス
リッチ部３０、芯材５に形成した凸部５１との嵌合部分となるガラスリッチ部３０、芯材
５に形成した係合凸部５５との嵌合部分となるガラスリッチ部４０、または芯材５の凹部
５２との嵌合部分となるゴムリッチ部３１、芯材５に形成した係合凸部５５以外の芯材５
の平面と接合するゴムリッチ部４１が該当する位置と、これら固定部以外の位置のガラス
繊維含有率と配合ゴム含有率が、前記ガラス繊維含有率と配合ゴム含有率の何れか１つま
たは２つを異にしたものである。ここで、芯材５に形成した凸部５１との嵌合部分となる
ガラスリッチ部３０と芯材５の凹部５２との嵌合部分となるゴムリッチ部３１は、同時に
形成されることがあるが、この場合は形成した部分の多い方が固定部となる。
【００７８】
　したがって、ガラス繊維含有率の大きいガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４０
を芯材５との固定部とし、ガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４０以外の部分の配
合ゴム含有率を大きくすれば、固定部の強度及び剛性が大幅に向上し、かつ、固定部以外
の静摩擦係数が大きくなることで固定部以外が芯材５との固定部と同様に作用し、固定部
に加わる回転力に対する負担割合が分担されて芯材５との一体性がより確実なものとなる
。このように固定部の強度及び剛性を大きく向上させたことで、例えば、芯材５とカシメ
組付けを行うための穿設孔２を固定部に加工する際、穿設部分に割れや欠け等が生ずるこ
となく孔加工を行うことができる。なお，芯材５の乾式摩擦材１との接触面は図７に示し
たように凹凸形状ではなく平面であってもよい。
【００７９】
　また、配合ゴム含有率の大きいゴムリッチ部３１またはゴムリッチ部４１を芯材５との
固定部とした場合は、配合ゴム含有率の大きい固定部の静摩擦係数がゴムリッチ部３１ま
たはゴムリッチ部４１を設けない場合に比べて大きくなる。このように摩擦力を上げた固
定部を芯材５に係合させることで乾式摩擦材１と芯材５とがしっかりと固着し一体化する
。なお、芯材５の乾式摩擦材１との接触面は、位置決めやより確実な一体化から図７に示
したような凹凸形状や、図９や図１０に示したように、芯材５に係合凸部５５を設け、乾
式摩擦材１には、この係合凸部５５に係合する係合孔４５を設けることが好ましい。
　このようにして、乾式摩擦材１の全体としてのガラス繊維含有率と、配合ゴム含有率が
特定されていても、芯材５と対抗する部位によってガラス繊維及び／または配合ゴムの含
有率を変えることによって、特性に応じた機械的強度または静摩擦係数（摩擦力）を任意
に設定できる。
【００８０】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材のガラス繊維３と配合ゴム４は、乾式摩擦材１の成形時
に移動させて偏在させることで、乾式摩擦材１と芯材５との固定部、例えば、ガラスリッ
チ部３０またはガラスリッチ部４０の位置のガラス繊維含有率と、前記固定部以外、例え
ば、ゴムリッチ部３１またはゴムリッチ部４１の位置の配合ゴム含有率を異にしたもので
あるから、プレス加工を行うことによって芯材５との前記固定部の位置と前記固定部以外
の位置のガラス繊維含有率、配合ゴム含有率を異にできるので、生産性のよい加工処理が
可能となる。また、固定部の位置をゴムリッチ部３１またはゴムリッチ部４１とし、固定
部以外をガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４０の位置としてもガラス繊維含有率
、配合ゴム含有率を異にできるので、生産性のよい加工処理が可能となり、同様の効果が
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得られる。
【００８１】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の固定部は、乾式摩擦材１の一面に形成されたゴムリッ
チ部３１またはゴムリッチ部４１からなる凸部としたものであり、かつ、前記固定部の配
合ゴム含有率が前記ゴムリッチ部３１またはゴムリッチ部４１以外の配合ゴム含有率より
大きくしたものであるから、前記固定部の配合ゴム含有率が大きいから静摩擦係数が大き
くでき、凸部外の、例えば、ガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４０と共に安定し
て芯材５への乾式摩擦材１の固定が可能となる。
【００８２】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の前記固定部は、芯材５との接触面の静摩擦係数が乾式
摩擦材１の摩擦面の静摩擦係数よりも大きいものであるから、芯材５との接触面の摩擦力
が乾式摩擦材１の摩擦面の摩擦力よりも大きいから、乾式摩擦材１の摩擦面側に接触した
クラッチディスク等の相手材が回転しても、それにともなって固定部側は回転せず芯材５
との一体化が保たれる。
【００８３】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の前記固定部は、前記固定部（ゴムリッチ部３１）間に
溝（ガラスリッチ部３０）が形成されている。この溝（ガラスリッチ部３０）に芯材５の
凸部５１が嵌合することで芯材５の所定の位置に乾式摩擦材１がしっかりと固定される。
また、溝の形状は芯材５に対し乾式摩擦材１の回転を防止する形状が適し、放射状または
弧状とすることができる。
【００８４】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の乾式摩擦材１と芯材５との前記固定部、例えば、ガラ
スリッチ部３０またはガラスリッチ部４０のガラス繊維含有率は、前記固定部以外のゴム
リッチ部３１またはゴムリッチ部４１のガラス繊維含有率より大きく、かつ、前記固定部
以外のゴムリッチ部３１の配合ゴム含有率がガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４
０等の固定部の配合ゴム含有率よりも大きいことから、例えば、孔明け加工されるガラス
リッチ部３０またはガラスリッチ部４０の強度及び剛性を大幅に向上させることができ、
ガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４０の孔明け加工の際に割れたり、欠けたりす
ることなく、簡便なカシメ組付けを行うことができるから、製造コストを低減することが
できる。また、ガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４０等の前記固定部以外の配合
ゴム含有率がゴムリッチ部３１またはゴムリッチ部４１等の前記固定部の配合ゴム含有率
よりも大きいことから、前記固定部以外の位置においても前記固定部と同様に作用し、安
定した乾式摩擦材１の取付け状態が可能となる。
【００８５】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の乾式摩擦材１と芯材５とのガラスリッチ部３０または
ガラスリッチ部４０等の前記固定部のガラス繊維含有率が、ゴムリッチ部３１またはゴム
リッチ部４１等の前記固定部以外のガラス繊維含有率より大きく、かつ、孔明け加工され
る穿設部分のガラス繊維含有率が前記穿設部分以外のガラス繊維含有率よりも大きいもの
であるから、穿設孔２の穿設部分のガラス繊維含有率が前記穿設部以外のガラス繊維含有
率よりも大きいから、穿設孔２の孔明け加工によって割れ、欠け等が生ずることなく、簡
便なカシメ組付けを行うことができ、製造コストを低減することができる。
【００８６】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の前記孔明け加工されるガラスリッチ部３０またはガラ
スリッチ部４０のガラス繊維含有率が、ガラスリッチ部３０またはガラスリッチ部４０以
外のガラス繊維含有率の１．２倍～４倍の範囲内であることから、乾式摩擦材１全体のガ
ラス繊維含有率が低く設定された場合に、孔明け加工されるガラスリッチ部３０またはガ
ラスリッチ部４０の強度及び剛性を、より確実に大幅に向上させることができる。
【００８７】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の前記孔明け加工されるガラスリッチ部３０またはガラ
スリッチ部４０の穿設孔２のガラス繊維含有率が、２２重量％～４０重量％の範囲内であ
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ることから、孔明け加工する穿設部分の割れ、欠け等の孔明け不良が生ずる事態をより確
実に防止することができる。特に、孔明け加工される穿設部分のガラス繊維含有率が２４
重量％～３６重量％の範囲内であれば、更に確実に割れ、欠け等の孔明け不良が生ずる事
態を防止できるため、より好ましい。
【００８８】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の製造方法は、ガラス繊維３を束ねたガラスロービング
に熱硬化性樹脂を含む含浸液を含浸させて樹脂含浸紐を形成する樹脂含浸工程と、前記樹
脂含浸紐に配合ゴム４を付着させて配合材料とするゴム付着工程と、前記配合材料を円形
に巻きながら巻取り品（予備成形品）とする巻取り工程（予備成形工程）と、前記巻取り
品を成形する成形工程とを具備し、前記成形工程において、成形と同時に固定部または固
定部以外の部分のガラス繊維３を一方向に移動させて固定部のガラス繊維含有率または配
合ゴム含有率を上げるものである。
【００８９】
　これによって、例えばカシメ組付けによって芯材５に固定される場合、孔明け加工され
る穿設部分のガラス繊維含有率が大幅に増大し、強度及び剛性が向上し、従来の乾式摩擦
材のように孔明け加工によって割れ、欠け等の孔明け不良が生ずることなく、孔明けを行
うことができ、簡便なカシメ組付けを行うことができ、製造コストを低減することができ
る。
【００９０】
　したがって、乾式摩擦材１の全体としてのガラス繊維３の含有率を低く保持して、前記
穿設部分が高強度・高剛性で、カシメ組付け用の孔明け加工が可能となる。また、カシメ
組付けを行わない場合、固定部の配合ゴム含有率を上げることで芯材５との摩擦が大きく
なり芯材５への固着が容易となり、固定のための加工が不要となる。
　なお、本発明の実施の形態ではガラス繊維３を束ねたガラスロービングを使用し、巻取
りによって円形に予備成形しているが、ガラス繊維３はガラスロービングに限るものでは
ない。例えば、ガラスクロス等を含浸液に含浸させて使用することも有り得る。この場合
は、含浸させたガラスクロス等に配合ゴムを付着させて配合材料とし、この配合材料を予
備成形によって円形に形成させた後に上記成形工程を実施することとなる。
【００９１】
　上記各実施の形態における乾式摩擦材の製造方法の成形工程は、巻取り品をプレス金型
２０によって、固定部または固定部以外の部分を、固定部以外の部分または固定部よりも
高圧力でプレス成形するプレス成形工程であるから、高圧力でプレス成形されることによ
って固定部または固定部以外の部分から、配合材料中の配合ゴム４が固定部以外の部分ま
たは固定部に押し出されて、固定部のガラス繊維含有率または配合ゴム含有率が増大する
。したがって、ガラス繊維含有率が増大することで強度及び剛性が向上し、割れ、欠け等
の孔明け不良が生ずるのが防止でき、配合ゴム含有率が増大することで摩擦力が増加し、
芯材５との固着が容易になる。
【００９２】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の製造方法のプレス成形工程において、固定部または固
定部以外の部分を、固定部以外の部分または固定部よりも高圧力でプレスする手段として
、プレス金型２０の上型２０Ｂに固定部または固定部以外の部分に対応して成形体側に突
出するリブ２１からなる突出部を設けたものであるから、固定部のガラス繊維含有率また
は配合ゴム含有率を容易に増大させることができる。
【００９３】
　上記各実施の形態の乾式摩擦材の製造方法のリブ２１からなる突出部の突出高さｈは、
プレス工程においてプレス成形される成形体の厚さの１５％～３５％の範囲内であること
から、より確実に、固定部のガラス繊維含有率または配合ゴム含有率を要求性能にあった
含有率にまで増大させることができる。
【００９４】
　本実施の形態においては、ガラス繊維含浸用合成樹脂としてメラミン変性フェノール樹
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脂を用いた場合について説明したが、その他の変性フェノール樹脂、エポキシ樹脂を始め
とするその他の熱硬化性樹脂等を用いることもできる。特に、メラミン変性フェノール樹
脂は容易に入手できるとともに耐熱性に優れているため、乾式摩擦材１の材料としてのガ
ラス繊維含浸用合成樹脂として好ましい。
【００９５】
　また、突出部としてのプレス金型２０のリブ２１の高さｈとしては、ガラス繊維、ガラ
ス繊維含浸用合成樹脂、配合ゴムの材料の種類や配合率等に応じて適切な突出高さを選択
することができる。特に、突出部の突出高さｈが、プレス成形工程においてプレス成形さ
れる成形体１ｂの厚さｔ２の１５％～３５％の範囲内であることが好ましい。
【００９６】
　本発明を実施するに際しては、乾式摩擦材のその他の部分の組成、成分、配合量、材質
、大きさ、製造方法等についても、また、乾式摩擦材の製造方法のその他の工程について
も、本実施の形態に限定されるものではない。なお、本発明の実施の形態で挙げている数
値は、臨界値を示すものではなく、実施に好適な適正値を示すものであるから、上記数値
を若干変更してもその実施を否定するものではない。

【図１】 【図２】
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